
 
子どもの権利擁護の推進に関する要望書    

 

国際連合が、世界人権宣言において、子どもは特別な保護及び援助についての  
権利を享有することを宣明してから、今年はちょうど 60 年目にあたります。 
しかしながら、我が国の現状を見ると、子どもへの虐待は増加の一途をたどり、

昨年度ついに全国で 4 万件を超えるなど、まさに危機的な状況にあると言えます。 
児童虐待防止法改正により、子どもの保護に係る児童相談所の権限が強化され、

さらに、里親制度の充実、施設内虐待防止を含む社会的養護の充実等を内容とする
児童福祉法の改正が予定されています。 
加えて、昨年 11 月の少年法改正により、重大事件に係る触法少年への支援に  

児童相談所の役割が、より重要となったところでもあります。 
また、現在、国においては障害者自立支援法の見直しに向け検討が進められて 

いるところですが、障害のある子どもが社会的に自立するため、出産期、乳幼児期、
就学期、学齢期、青年期と、すべてのライフステージを通じた一貫した支援が求め
られています。 
子どもを守り育むことは社会の責務であり、とりわけ保護・援助を必要とする 

子どもへの支援は、国をあげて取り組む必要があることから、次の事項を国に要望
します。 

 

 １ 児童福祉法改正法案の早期成立について 
虐待を受けた子ども等に対する家庭的環境における養護の充実などを定めた

児童福祉法改正法案を早期に成立するよう努め、成立した場合においては、円滑
な施行が可能となるよう、十分な周知を行うこと。 

 
２ 児童相談所の体制強化について 

 （１）子どもへの個別支援を充実するため、児童心理司、看護師等の専門職員の  
配置基準を定め、必要な財政上の支援策を講じること。 

（２）重大事件に係る触法少年が送致された場合の児童相談所の対応に関し、適切
な体制整備を図ることができるよう必要な支援策を講じること。 

 
３ 児童養護施設の機能強化について 

児童養護施設において、個々の児童の状況に応じた、よりきめ細やかな支援が
可能となるよう、職員配置基準の見直しやそれに伴う財政上の支援策を講じること。 

 
４ 障害のある子どもへの一貫した支援体制の整備について  
  障害のある子どもに対し、ライフステージに応じ、かつ一貫性のある支援が継
続的に確保されるよう、関係者間の情報の伝達と共有に必要な仕組みづくりな
ど、支援体制整備に向けた、具体的な取組を進めること。  
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